
　　　事業主殿 令和 ２年　５月　
　　《教育管理担当殿：期間中保存活用願います》 　　危険業務等の「技能講習」「特別教育」等のご案内（２）

　（公社）福岡県労働基準協会連合会久留米支部　
　拝啓　会員各位におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 　　　　　登録番号(福岡労働局登録教習機関第2号.6号.8号)

さて、当協会では労働安全衛生法に基づいて標記講習会を下記の通り行います。　玉掛け技能講習につきましては、平成９年５月２日付労働省告示第６０号により　 　　　久 留 米 労 働 基 準 協 会　
玉掛け技能講習規定の一部が改正され、受講資格は、年齢１８才以上であれば、玉掛補助業務の経験は不要になり未経験者でも受講することができます。  (印省略)　　
　従いまして、貴事業場において当該業務の従事者でまだこれらの資格を有していない方、特に新入社員及び当該資格を必要とする職場へ配置換えになった方で
まだ講習を受けていない方がおられましたら、この機会に是非受講されますようお願いいたします。 　※　講習申込書
　又、法的な職長・安全衛生責任者教育、労働安全衛生法改正の化学物質リスクアセスメント実施義務の教育も実施いたします。 ①　技能講習申込書 玉掛け、小型移動式ｸﾚｰﾝ、フォークリフト運転
　※　Ｈ２９年度より、フォークリフト運転技能講習を始めました。（会場は久留米、八女、三潴、大川：但し募集は普通自動車免許以上の取得者に限ります。） 　　　※　(公社)福岡県労働基準協会連合会のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞよりﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞできます。
　※　技能講習（玉掛け・小型移動式ｸﾚｰﾝ）の会場は、久留米と八女にて開講します。（開講場所を確認の上、申込願います）　 ②　安全衛生推進者養成講習　受講申込書
　※　アーク溶接特別教育は、今年度より実技１０時間を含めた３日間の特別教育です。但し、２日間の学科教育のみも同時に行います。　 ③　特別教育申込書 ｸﾚｰﾝ運転の業務、職長、職長・安全衛生責任者、
　※　講習期間を連続で受講された方が修了証交付の対象です。　 　　  　　敬　具 アーク溶接、危険予知(ＫＹＴ)、

記
6/1～受付開始

講習会名 職 長 等 の 教 育

項目
アーク溶接機を用いて行う 職場ゼロ災に向けて １．吊り上げ荷重が５ﾄﾝ未満で クレーン，移動式クレー １．１ｔ以上のﾌｫｰｸﾘﾌﾄで積み重ね 10人以上50人未満の労働 労働安全衛生法60条 １．吊り上げ荷重が１ﾄﾝ以上５ﾄﾝ １．吊り上げ荷重が５ﾄﾝ未満で

金属の溶接・溶断の業務 の安全人間づくり。 　、床上で運転し、かつこれを ン，デリックの吊上げ 　等の荷役運搬操作を行う者 者を使用する事業場におい 職長並び労働者を直 　未満の移動式ｸﾚｰﾝの運転 　床上で運転し、かつこれを

対　象 「危険を予知して安全 　運転する者が荷の移動と 荷重が１トン以上の玉 「普通自動車以上の免許取得者募集」 ては、安全衛生推進者を選 接指導監督する者の ２．移動式ｸﾚｰﾝとは、動力を用 　運転する者が荷の移動と

衛生の先取活動」 　ともに移動する方式の 掛けの業務及び制限 　３１Ｈ：フォークリフト未経験者 任し事業場における安全衛 法的教育「この教育を 　いて荷を吊り上げ、これを水平 　ともに移動する方式の

業務等 　 ②２日間の学科教育のみ。 　手法等の教育訓練 　クレーン。 荷重が１トン以上の揚 　１１Ｈ：大型特殊自動車免許 生に係る業務を担当させな 修了していない者は 　に運搬することを目的とする　 　クレーン。

２．跨線テルハで吊り上げ 貨装置の玉掛け業務 　　又はﾌｫｰｸ特別教育終了後 　 ければならない。 職長業務，直接指導 　機械装置で、原動機を内臓し、 ２．跨線テルハで吊り上げ

　荷重が５ﾄﾝ以上のもの。 　　３ヶ月以上の経験がある方 　　安衛則第１2条 　 監督不可」 　かつ、不特定の場所に移動さ　　 　荷重が５ﾄﾝ以上のもの。

　せることができるｸﾚｰﾝをいう。

Ｒ２．　７．２０（月） Ｒ２．　８．３１（月） Ｒ２．　９．　５（土） Ｒ２．　９．１４（月） Ｒ２．１０．　５（月）
　　８：５０～１７：１０ (17:10) Ｒ２．　８．２０（木） 　　８：５５～１６：2５ 　　８：５５～１８：４５ Ｒ２．　９．１０（木） 　9:00～17:15 (17:15) 　　８：３０～１７：０５ Ｒ２．１０．１５（木）

日　時 　　　　７．２１（火） Ｒ２．　８．　７（金） 　　８：５０～１７：１５ 　　　　９．　１（火） 　　９．　６(日),　１２(土) 　　８：５０～１６：１０ 　　　　　９．１５（金） 　　　　１０．　６（火） 　　８：５０～１７：１５
　　９：００～１７：３０ (14:10) 　　９：００～１７：００ 　　　　８．２１（金） 　　９：００～１７：２５ 　　８：００～１７：３５ 　　　　９．１１（金） 　9:00～15:10 (17:25) 　　８：３０～１７：５５ 　　　　１０．１６（金）
７．２２（水）9:00～17:10 　　９：００～１６：３５ 　　　　９．　２（水） 　　９．１３　(日) 　　９：００～１４：００ ※　職長安全衛生責任者 　　　　１０．　７（水） 　　９：００～１６：３５

※( )内の終了時間は、学科のみ ８：００～１6：５０～(１巡修了迄) ８：００～１6：１０～(１巡修了迄) 　の終了時間は（　　） ８：００～１５：１０～(１巡修了迄)
県立久留米高等技術専門校 県立久留米高等技術専門校 県立久留米高等技術専門校内 県立久留米高等技術専門校 　大木町商工会（学科会場） 県立久留米高等技術専門校 県立久留米高等技術専門校内 学科：八女労働基準協会 県立久留米高等技術専門校内

場　所 人材開発センター 人材開発センター 人材開発センター 人材開発センター 三瀦郡大木町八町牟田255-1 人材開発センター 人材開発センター 八女市稲富121 人材開発センター

久留米市合川町1786番地2 久留米市合川町1786番地2 久留米市合川町1786番地2 久留米市合川町1786番地2 実技：2～４日目(大木町の予定) 久留米市合川町1786番地2 久留米市合川町1786番地2 実技：３日目《八女青果㈱》 久留米市合川町1786番地2

実技：３日目(JA久留米
宮ノ陣ｶﾝﾄﾘｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ)

　八女市蒲原340

(1) ｱｰｸ溶接に関する知識 (1) 危険予知訓練 (1) クレーン等に関する知識 (1) ｸﾚｰﾝ等に関する知識 ＜学科１日目＞ (1) 安全衛生推進者の職務 (1) 作業方法、労働者の配置 (1)小型移動式ｸﾚｰﾝに関する知識 (1) クレーン等に関する知識

(2) 装置に関する基礎知識 (2) 危険要因-現象-結果の (2) 原動機及び電気に関す (2) 玉掛けに必要な力学 (1)　荷役に関する装置の構造 (2) 設備と作業の安全 (2) 指導又は監督の方法 (2) 運転のための合図 (2) 原動機及び電気に関す

(3) 作業方法に関する知識 　　関係 　　る知識 (3) 玉掛けの方法 　　及び取扱いの方法 (3) 災害調査と原因分析 (3) 設備、作業場の保守管理 (3) 小型移動式ｸﾚｰﾝの運転のため 　　る知識

講習内容 (4) 関係法令 (3) ＫＹＴのめざすもの (3) クレーン運転の力学に (4) 関係法令　　＊申請時免許 (2)　運転に必要な力学 (4) 作業環境管理及び作業管理 (4) 異常時等の措置 　　に必要な力学に関する知識 (3) クレーン運転の力学に

(5) アーク溶接等の実技　 (4) 基礎４ﾗｳﾝﾄﾞ法の進め方 　　関する知識 (5) 実技講習　　　の取得者には (3)　関係法令 (5) リスクアセスメント (5) 労働災害防止活動 (4) 原動機及び電気に関する知識 　　関する知識

(5) ＫＹＴの活かし方、活用 (4) 関係法令 (6) 実技試験　　　一部免除あり ＜実技３日間＞ (6) 健康の保持増進 (6) リスクアセスメント (5) 関係法令 (4) 関係法令

　　技法 (5) ｸﾚｰﾝの運転等の実技 (7) 修了試験　　　講習初日説明 (1)　走行及び荷役の操作 (7) 安全衛生教育 (7) ＯＳＨＭＳ　他 (6) 小型移動式ｸﾚｰﾝの運転 (5) ｸﾚｰﾝの運転等の実技

(8) 関係法令 (7) 実技試験　　(8)修了試験

修了証 講習の全科目を修了し、か 講習の全科目を修了し、か 講習の全科目を修了し、か

交　付 つ実技、修了試験合格者 つ実技、修了試験合格者 つ実技、修了試験合格者

定　員 ４０ 名 ４０ 名 ４０ 名 3０ 名 ４０ 名 ４０ 名 ４０ 名 ３０ 名 ４０ 名

＊実技あり(ﾃｷｽﾄ代1,100円含む) 未 経 験 者　　 　　　　24,750円 　・普通自動車免許所持者 ＊職長 (ﾃｷｽﾄ代 880円含む)

　会　 員　　　１６,０００円 会　 員　　　 ８,４７０円 会　 員　　１０,４５０円 補助業務経験者等　　22,550円 　で未経験者　　　　　　　33,550円 １２,４３０ 円 会　 員　　　10,780円 　未経験者　　41,305 円　 会　 員　　１０,４５０円
受講料 　非会員　　　１８,０００円 非会員　　 １０,６７０円 非会員　　１２,６５０円 小型移動式ｸﾚｰﾝ等有資格者　 ・大型特殊自動車免許　23,650円 非会員　　　12,980円 玉掛け技能講習修了者 37,455円 非会員　　１２,６５０円
(税込) (ﾃｷｽﾄ代 770円含む) (ﾃｷｽﾄ代1,６５０円含む) 　　　　　　　　　　　　　20,900円 (ﾃｷｽﾄ代 1,430円含む) ＊職長・安全衛生責任者教育 （テキスト代　1,705円含む） (ﾃｷｽﾄ代1,６５０円含む)

＊学科のみ(ﾃｷｽﾄ代1,100円含む) (ﾃｷｽﾄ代 1,650円含む) 会　 員　　　12,540円
　会　 員　　　 　8,8００円 6ヶ月以上の補助業務経験者は 　※ 自動車運転免許証の写し 非会員　　　14,740円 　＊玉掛け等資格者は修了証

　非会員　　　１１,０００円 　　要：実務経験証明 (ﾃｷｽﾄ代 1,650円含む) (ﾃｷｽﾄ代1,540円含む) 　写しを１部添付のこと。

申込締切日 定員になり次第締め切り 定員になり次第締め切り 定員になり次第締め切り 定員になり次第締め切り 定員になり次第締め切り 定員になり次第締め切り 定員になり次第締め切り 定員になり次第締め切り 定員になり次第締め切り

　※　各特別教育　 　※　各技能講習　 ※　ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ（三瀦受付）

受講料 福岡銀行 大木支店
　　 普通口座　４４１２１６

振込先 　三瀦郡労基協会　
　　会長　近藤純久久留米労働基準協会

　・「職長等の教育」「職長・安全衛生責任者教育」　　・「クレーン運転特別教育」　
　・「アーク溶接等の業務に係る特別教育」 　 ・「危険予知訓練」（KYT）　　　 　・「玉掛け技能講習」(久留米) 　・「ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転技能講習」 (久留米受付)　　

　　・「安全衛生推進者養成講習」　 ・「小型移動式ｸﾚｰﾝ運転技能講習」（八女）　

　筑邦銀行　中央町支店　普通口座　１７４３９８４
　　(公社)福岡県労働基準協会連合会　久留米支部

　（〒830-0021　久留米市篠山町 6-381-1：TEL 0942-34-5531 FAX0942-35-2602）

講習の全科目の修了者

職長・安全衛生責任者
教　育

講習の全科目の修了者

 フォークリフト運転技能講習
(三瀦会場）

　＊　振込月日を申込書の右上に鉛筆で記入して下さい。（申込は２週間前までにお済ましください。）　　　＊　振込手数料は貴社負担でお願いします。　　　＊　講習料金の振込は、講習日の一週間前迄にお願いします。

講習の全科目の修了者

玉掛け技能講習
（久留米会場）

アーク溶接等の業務に係る
特別教育(実技あり３日間、

学科のみ２日間)

危険予知訓練（ＫＹＴ）
講　　習

講習の全科目の修了者

クレーン運転の業務に
係 る 特 別 教 育

講習の全科目の修了者

 安全衛生推進者
養 成 講 習

講習の全科目の修了者

　　(自動車運転免許を有し、ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ
特別教育終了後3ヶ月以上の経験)

小型移動式クレーン
運転技能講習
（八女会場）

クレーン運転の業務に
係 る 特 別 教 育

実技は「安衛則」各事業場の
取得者より溶接装置及び作
業方法の教育が１０時間以
上必要です。

①３日間の実技１０時間を
含めた教育です。

筑邦銀行　国道通支店　普通口座　１５３３７０９


